
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、主
に
次
の
手
続
き
に　

　

際
し
て
記
入
の
必
要
が
あ
り
ま
す

　

全
般

①
確
定
申
告
な
ど
の
税
金
の
手
続
き
②
市
営

住
宅
へ
の
入
居
③
健
康
保
険
（
市
役
所
で
の

手
続
き
。
受
診
の
と
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。）

―
な
ど

　

従
業
員
の
方【
パ
ー
ト・ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
】

　

勤
務
先（
給
与
担
当
者
な
ど
）に
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。

①
源
泉
徴
収
な
ど
の
税
務
関
係
書
類
②
健
康

保
険
や
雇
用
保
険
③
年
金
―
な
ど

　

高
齢
者
の
方

①
年
金
②
福
祉
・
介
護
保
険
―
な
ど

　

保
護
者
の
方

①
保
育
所
へ
の
入
所
②
乳
幼
児
等
医
療
③
児

童
手
当
の
申
請
―
な
ど

　

学
生
の
方

①
奨
学
金
の
申
請
②
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
の
税

金
の
手
続
き
―
な
ど

　

障
害
者
の
方

①
重
度
心
身
障
害
者
医
療
②
日
常
生
活
用
具

給
付
事
業
・
障
害
者
移
動
支
援
事
業
―
な
ど

　

手
続
き
上
の
注
意
点

　

市
役
所
や
勤
務
先
で
前
述
の
手
続
き
を
す

る
と
き
は
、通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号

カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。ま
た
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

記
入
し
た
書
類
を
提
出
す
る
と
き
は
、本
人
確

認
物（
※
）が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、必
ず
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

※
写
真
入
り
の
本
人
確
認
物(

運
転
免
許
証
・

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど)

。写
真
入
り
の
本
人
確
認
物

が
な
い
場
合
は
、年
金
手
帳
や
健
康
保
険
証
な

ど
２
つ
以
上
の
本
人
確
認
物

◉
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
人

は
、市
役
所
や
勤
務
先
、金
融
機
関
の
職
員
な

ど
法
律
で
決
め
ら
れ
た
人
に
限
り
ま
す
。こ

れ
ら
の
人
以
外
か
ら
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
尋

ね
ら
れ
た
と
き
は
、詐
欺
や
不
正
利
用
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。相
手
方
や
利
用
目
的
を
必
ず

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。不
審
な
場
合
は
、マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
教
え
ず
、市
役
所
な
ど
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る
お
問
い
合

わ
せ
や
出
前
ト
ー
ク
の
申
し
込
み
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画
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○
通
知
カ
ー
ド
や
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
領

に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

市
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係
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○
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

「
局
番
な
し
の
１い

や

や
８
８
」へ

シリーズ　

マイナンバー制度 Vol．６
企画課政策推進係☎0824-73-1112

●
な
り
す
ま
し（
オ
レ
オ
レ
）詐
欺

  

息
子
や
孫
を
名
乗
り
、「
不
倫
相
手

を
妊
娠
さ
せ
た
」「
会
社
の
金
を
使
い
込
ん
だ
」

な
ど
他
人
に
相
談
し
に
く
い
名
目
で
現
金
を

振
り
込
ま
せ
た
り
、
駅
な
ど
に
持
参
さ
せ
た

り
し
て
だ
ま
し
取
る
手
口
で
す
。

※
も
と
の
電
話
番
号
に
か
け
て
確
認
す
る
か
、

家
族
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
質
問
を
し
て

く
だ
さ
い
。

●
還
付
金
等
詐
欺

　

公
的
機
関
な
ど
を
か
た
り
、
医
療
費
、
保

険
料
の
還
付
金
が
あ
る
と
言
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
誘

い
出
し
て
操
作
さ
せ
、
犯
人
の
口
座
に
現
金
を

振
り
込
ま
せ
る
手
口
で
す
。

※
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
還
付
金
の
受
け
取
り
手
続
き
は

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

と
携
帯
電
話
を
も
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
」は
詐
欺
で
す
。

●
架
空
請
求
詐
欺

　

は
が
き
、
メ
ー
ル
、
電
話
な
ど
を
利
用
し
、

ト
ラ
ブ
ル
解
決
名
目
・
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
料
金

の
未
払
名
目
の
請
求
な
ど
、
架
空
の
事
実
を

口
実
に
代
金
を
請
求
す
る
手
口
で
す
。

※
即
断
せ
ず
必
ず
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
金
融
商
品
な
ど
の
取
引
を
装
う
詐
欺

　

事
前
に
架
空
の
会
社
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
送
付

し
た
り
、
電
話
で「
必
ず
儲
か
る
」と
株
や
老
人

ホ
ー
ム
の
入
居
権
の
購
入
な
ど
を
勧
誘
し
た

り
し
て
、
断
る
と
名
義
を
貸
し
て
欲
し
い
と
持

ち
か
け
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
承
諾
す
る
と「
名

義
貸
し
は
違
法
だ
か
ら
逮
捕
さ
れ
る
」な
ど
と

言
っ
て
弁
護
士
費
用
や
ト
ラ
ブ
ル
解
決
料
と
し

て
現
金
を
要
求
し
て
く
る
手
口
で
す
。

※「
必
ず
儲
か
る
」「
名
義
だ
け
を
貸
し
て
」は

詐
欺
！
名
義
貸
し
は
き
っ
ぱ
り
断
り
、
ト
ラ
ブ

ル
に
遭
っ
た
ら
警
察
や
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

庄
原
警
察
署　

☎
０
８
２
４
‐
72
‐
０
１
１
０

あ
な
た
を
守
る
！
防
犯
の
手
引
き
を
紹
介
し
ま
す

～
特
殊
詐
欺
の
手
口
を
知
っ
て
、
被
害
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
～

●庄原警察署管内の刑法犯認知件数（11月末）
区分 平成27年 平成26年 前年同期比

刑法犯認知件数 94件 124件 -30件

うち
特殊
詐欺

件数 8件 3件 +5件

被害額 5,908,000円 13,500,000円 -7,592,000円

●庄原警察署管内の人傷事故件数（11月末）
区分 平成27年 平成26年 前年同期比

発生件数 62件 74件 -12件

死者数 1人 2人 -1人

負傷者数 86人 108人 -22人

広報しょうばら／ 2016.1　14


